
  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 神戸女子短期大学 

設置者名 学校法人行吉学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

公表の方法：ホームページ  https://www.yg.kobe-wu.ac.jp/u_guide/officer.html 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

常勤 学校法人役員 
2022.6.29 から令和６年

度の会計等に関する定時

評議員会の終結の時まで 

経営・組織力の強化 

改革担当 

非常勤 学校法人役員 
2022.6.29 から令和６年

度の会計等に関する定時

評議員会の終結の時まで 

私学行政経験に基づく 

法人運営の推進及び調整 

（備考）改正私立学校に伴う寄附行為の変更により、令和７年４月１日施行の際、現に在任する 

役員の任期を令和７年度の定時評議員会終結の時まで短縮している。 

 


